
 

 

 

茨城県日立市では、奨学金を利用して大学等を卒業後、市内に定住するなどの

要件を満たす方に、最大で奨学金返還金の全額を補助する制度があります！ 

○ 補助の対象となる奨学金 

① 日立市奨学金（※１） 

② 日本学生支援機構貸与奨学金（第一種）（※２） 

③ 茨城県奨学資金（※２） 
※１ ふるさと定住促進補助制度は平成 29 年度以降返還開始者、医療・介護・福祉職就業支援補助制度は令和元年

度以降返還開始者が対象 

※２ 令和３年度以降返還開始者が対象 

  ○ 奨学金返還支援補助制度について（２つの制度をあわせて、最大全額補助！） 

 

  

 

    

 

 

○ 補助金額  下記のうち、いずれか低い額を補助金額（年額）とします。 

① 補助対象期間に返還した額の 50％に相当する額（返還計画に基づいた額であること） 

② 借用金額の 5％に相当する額 

※  ②については、日立市奨学金貸付条例で定める額により再計算して得られた額を上限とします。 

○ 補助基準   

毎年 1月 1日を基準日とし、その前年の奨学金返還金を対象とします。 

○ 申請時期  令和７年 1月６日（月）から１月 31日（金）まで 

 

 

 

 

では    

奨学金の返還金を 

最大全額補助します！ 

１ 奨学生ふるさと定住促進補助制度 

【補助要件】 

 ① 日立市に居住（住民登録）する 

 ② 奨学金返還金及び市税の滞納がない 

③ 奨学金の貸与開始時に４０歳未満 

【補助内容】 

毎年奨学金返還金の最大 50％ 

（返還開始から最長 10年間） 

２ 奨学生医療・介護・福祉職就業支援補助制度 

【補助要件】 

① １の補助制度の要件を満たす 

② 医療・介護・福祉職の国家資格を活かし、 

市内の事業所で働く 

【補助内容】 

毎年奨学金返還金の最大 50％ 

（返還開始から最長 10年間） 

（医療・介護・福祉職就業支援補助制度について） 

  日立市保健福祉部地域医療対策課 

〒317-0065 日立市助川町1丁目15番15号 

電話 0294-23-6766 

E-mail: iryou@city.hitachi.lg.jp 

～ 問合せ先 ～ 

(日立市奨学金、ふるさと定住促進補助制度について)   

日立市教育委員会総務課         

〒317-8601 日立市助川町1丁目1番1号 

 電話 0294-22-3111（内線 673） 

E-mail：kyoiku-somu@city.hitachi.lg.jp 

 

詳細はこちら 

よくある質問 

Q 今まで日立市に住んだことがありませんが、対象になりますか？ 

Ａ 出身地に限らず、補助要件を満たせば対象になります。日立市での暮らしをぜひご検討ください！ 

Ｑ 途中で転入した場合は、補助をいつから受けられますか？ 

Ａ 転入した月の翌月から補助対象となりますので、転入した初年度は月割りで計算した額を補助します。 

茨城県 


